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運輸安全マネジメントの取り組み 

 
株式会社コスモスバスでは運輸安全マネジメントを励行するにあたり

輸送の安全確保が最優先であるという信念の元、社長以下全従業員

が一丸となって取り組みます。 

 

1. 安全に関する基本方針 
 

(1) 安全確保の最優先がバス事業者の使命であることを深く認

識し、社長及び役員・社員一同が安全確保に最善の努力を

尽くす。 

(2) 輸送の安全に関する法令及び関連する規定を遵守し、厳正

かつ忠実に職務を遂行する。 

(3) 安全管理体制を適切に維持する為に不断の確認を励行する。 

(4) 輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。 

 

 

2. 輸送の安全に関する目標 
 

【令和６年度目標】 

（１）重大事故件数ゼロ 

（２）単独事故防止の徹底  

（３）飲酒運転、過労運転の防止 

（４）シートベルト完全着用の徹底 

 

【令和５年度達成状況】 

(1) 重大事故 0 件 

(2) 健康起因による事故 0 件 

(3) 飲酒運転、過労運転による事故 0 件 



3. 目標に関する重点施策 
 

(1) 運行前、運行後におけるアルコール検査の完全実施 

   勤務管理の厳正化による過労の防止 

(2) 定期健康診断の継続実施および産業医と連携した 

管理の徹底 

(3) 事故内容の分析による各種研修会の実施 

   主任運転手による実技訓練の実施 

(4) 事故統計による原因分析とドライブレコーダーを 

   活用した研修の実施 

    

3. 事故に関する統計 
 

令和５年度自動車事故報告規則第 2 条に該当する事故は 

ございません。 

 

4. 輸送の安全のために講じようとする

措置 
 

(1) 全車両にドライブレコーダーおよびデジタルタコグラフ装備 

(2) 睡眠時無呼吸症候群 スクリーニング検査の継続実施 

(3) 脳 MRI 検査の継続実施 

(4) 定期健康診断の継続実施と結果についての産業医指導 

(5) 心臓疾患・大血管疾患・視野障害に関する検査の実施 

（対象者：定期健診時に実施） 

(5) 運転記録証明書の全従業員取得 

 



5. 安全統括管理者に係わる情報 
 

    安全統括管理者      佐野 学  


